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今月号のあらまし 

 

Ⅰ ＴＰＰ交渉をめぐる情勢 

政府は１１月２５日、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を決定した。農業分

野の対策については、自民党の「ＴＰＰに関する総合的な政策対応に向けた提

言」の内容が踏襲されており、緊急性の高いものから２０１５年度補正予算や

１６年度当初予算に盛り込む方針である。 

補正予算におけるＴＰＰ対策費は、３，０００億円程度とする方向で調整が

行われており、１２月中旬を目途に閣議決定され、１月の通常国会で審議が行

われる予定となっている。 

Ⅱ 水田農業をめぐる情勢 

農林水産省は、１１月３０日、平成 27/28年の米の需給見通し、平成２８年

産米の生産数量目標等を内容とする「米穀の需給及び価格の安定に関する基本

指針」を「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」に諮問し、了承を得た。 

本県の生産数量目標は、前年比約１．１％減の１３３，５３２トン（面積換

算値２６，３３８ｈａ）となった。なお、県別配分は、全国の目標を２７年産

米の都道府県別のシェアで按分し設定された。 

Ⅲ 税制改正をめぐる情勢 

自民、公明両党は１０日、２０１６年度税制改正大綱を消費税の軽減税率部

分を残し決定した。懸案事項であった遊休農地への課税強化については、所有

者に利用の意思が無い場合に限り、固定資産税を１．８倍に引き上げる。一方、

農地中間管理機構に貸し出した農地については、固定資産税を減税することと

なった。 

また、都市農業に関しては、「必要な税制上の措置を検討する」とし、今後、

都市農業振興基本法を踏まえ検討を行うこととされた。 
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Ⅰ ＴＰＰ交渉をめぐる情勢 

― 「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を決定 ― 

 
１．政府の動向 

○ 政府は１１月２５日、農林水産業・地域の活力創造本部とＴＰＰ総合対策本部

の会合を開き、農業対策を含む「総合的なＴＰＰ関連政策大綱（以下、大綱とす

る。内容は別紙１の通り）」を決定した。今後、大綱に従い、緊急性の高い対策

から平成２７年度補正予算や２８年度当初予算に盛り込む方針である。 
 
○ 安倍総理は会合の中で「攻めの農林水産業に転換するための対策が盛り込まれ

た」、「農業者が将来にわたって安心して経営を営めるよう、経営安定対策を確実

に実施していく」などと発言した。 

 
○ 大綱における農業分野の対策については、自民党が２０日に正式決定した「Ｔ

ＰＰに関する総合的な政策対応に向けた提言（内容は１１月号を参照のこと）」

の内容がほぼそのまま盛り込まれた。また、財源は、政府全体で責任を持って確

保する方針が明記された。主な内容は以下の通り。 

  

主な項目 総合的な TPP関連政策大綱 

攻めの農林水産業への転換（体質強化対策） 

担い手・農地対策 機械・施設の導入や金融支援措置で意欲ある担い手を育成 
中山間地域等における担い手の収益力向上 

水田・畑作・野菜・果樹

対策 
「産地パワーアップ事業」の創設。高性能な機械・施設の導入や

改植による高収益化等を通じ、地域の営農戦略を支援 

畜産酪農対策 畜産クラスター事業の拡充 

輸出対策 重点品目毎の輸出促進対策、戦略的な動植物検疫協議など 

消費者との連携強化 加工食品の原料原産地表示の拡大の検討 

経営安定・安定供給のための備え（重要５品目関連） 

米 国別枠の輸入量増加によって国産米価格が下落しないよう、備

蓄米の保管期間を５年から３年程度に短縮する。国別枠の輸入

量に相当する国産米を政府が備蓄米として買い入れる。 
農家が安心して飼料用米に取り組めるよう、生産性を向上させな

がら飼料用米推進の取組方策を検討する。 
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麦 引き続き、経営所得安定対策を着実に実施する。 

牛肉・豚肉 牛マルキン及び豚マルキンを法制化、補填率を引き上げる。豚マ

ルキンについては、国庫負担水準を引き上げる。 
肉用子牛保証基準価格を経営の実情に即したものに見直す。 

乳製品 生クリーム等の液状乳製品を加工原料乳生産者補給金制度の対

象に追加し、補給金単価を一本化した上で、当該単価を将来的

な経済状況の変化を踏まえ適切に見直す。 
甘味資源作物 国産甘味資源作物の安定供給を図るため、加糖調製品を新たに

糖価調整法に基づく調整金の対象とする。 
収入保険 従前から行っている収入保険制度の導入に向けた検討の継続 

 

○ また大綱では、今後の対応として次のような内容について触れている。 

Ø 農業の成長産業化・生産性向上等のために必要となる政策について、平成２
８年秋を目途に具体的内容を詰める 

Ø 本政策大綱と併せ、ＴＰＰについて国民に対する正確かつ丁寧な説明・情報
発信に努め、ＴＰＰの影響に関する国民の不安・懸念を払拭することに万全

を期す。 

Ø  ＴＰＰの経済効果分析結果については、年内に公表する。その際、関税の削

減効果にとどまらず、投資・サービスの自由化やグローバル・バリューチェ

ーンの創出がもたらす生産性向上効果等を含めた評価結果を総合的にわかり

やすく説明する。 

Ø  ＴＰＰに関しては、今後、署名を経て協定文を確定させ、必要な法制度と併

せ、必要な時期に国会に提出することとする。 

Ø  今後、日ＥＵ・ＥＰＡ、東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）、日中韓

ＦＴＡなど、他の広域経済連携の交渉を加速させる。 

 

○ このうち、ＴＰＰの経済効果分析について、甘利ＴＰＰ担当大臣は１２月１１

日の閣議後会見で、２４・２５日ごろに発表する意向を示した。報道によれば、

関税の削減効果だけでなく、投資・サービスの自由化による効果や、農林水産分

野への影響も公表される。 

 

○ 安倍総理は２７日の閣議で、２７年度補正予算案の編成を指示した。ＴＰＰ対

策では、攻めの農林水産業への転換に必要な経費の計上を指示したとされる。こ

れを受け、森山農林水産大臣は「政策大綱に掲げられた施策を早急に具体化し、
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必要な予算の確保に取り組む」と語った。 

 

○ 補正予算におけるＴＰＰ対策費は３，０００億円程度とする方向で調整が行わ

れており、最大のものは土地改良事業費（農業農村整備事業費）で、１，０００

億円弱で調整が行われている。このほか、畜産クラスター事業の拡充や産地パワ

ーアップ事業の創設にかかる費用が柱に据えられている。 

 

２．各国の動向 

○ ＴＰＰ参加各国は１１月１８日、フィリピンにおけるＡＰＥＣ首脳会合の機会

を利用してＴＰＰ首脳会合を開催し、首脳声明（別紙２）を発表した。声明では、

ＴＰＰの意義が改めて強調されるとともに、「ＴＰＰが署名後速やかに検討され

及び承認されることを期待している」と、各国における批准手続きの早期完了に

向けた期待が示された。 
 
○ 米国では、米国議会幹部の多くが、１年後に控える選挙戦を見据え賛否の表明

を避ける慎重な姿勢を示している中、米国政府は日本の養豚経営安定対策事業

（豚マルキン）に対し不満を強めているとされる。日本の国内対策への米国豚肉

業界からの批判が背景にある模様で、米国政府は、１１月１９日の日米首脳会談

等を通じて不満を伝えたと報道されている。 
 
○ これに対し、森山大臣は９日の参院農林水産委員会で、公式な見直し要求はな

いとした上で、「（国内対策は）ＴＰＰの合意に反するものではなく、変更はあり

得ない」との考えを示した。 
 

３．ＪＡグループの取り組み 

○ ＪＡ全国中央会は１２月３日、大綱の内容を早急に具体化させるよう、森山大

臣に対し政策提案を行った。「産地パワーアップ事業」を柔軟な仕組みにするこ

とや、畜産経営安定対策の早期拡充などが柱で、要請のポイントは以下の通り。

森山大臣は、「政策大綱の中で急ぐべきものは補正予算でしっかり確保したい」

と応じた。 

 
 
 
 
 
 

 
 

＜基本的考え方＞ 

生産現場の不安払拭、将来を展望できる農業政策確立に向け、補正予算で 

講じられるＴＰＰ関連対策を第一歩として位置づけ、次年度以降も継続・発

展・拡充していく方向をめざす。また、来年秋を目途に政策の具体的内容を詰

めるにあたっては、多様な観点から検討を行い、万全な経営安定対策を確立す

ること。 
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＜収益力向上・競争力強化と付加価値創出・需要拡大に向けた取り組み＞ 

（１）産地の実態等に対応した生産性向上・担い手づくりへの支援 
①産地パワーアップ事業の創設  
②将来を担う人材の育成・確保対策 

（２）機能強化・創意工夫による付加価値創出対策 
①輸出拡大対策 
②知的財産の活用等による６次産業化・農商工連携の拡大 

（３）国産農畜産物の需要拡大対策 
①原料原産地表示の拡大 
②学校給食・地産地消等による需要拡大 

＜品目ごとの影響に応じた対策＞ 

（１）畜産・酪農 
①牛マルキン等の経営安定対策 
②畜産クラスターの拡充等の生産基盤維持・拡大、体質強化対策等 

（２）野菜・果樹 
①収入保険制度の構築等の経営安定対策 
②作付転換の推進等の生産基盤維持・拡大、体質強化対策等 

（３）甘味資源作物 
①万全な経営安定対策・生産振興対策の実施 

＜品目・地域ごとの課題に応じた対策＞ 

（水田農業） 
・水田活用の直接支払交付金による長期的かつ継続的な支援の実施 

（畜産・酪農） 
・港湾などのインフラ整備 
・飼料用穀物の十分な備蓄水準の確保 

（野菜・果樹） 
・野菜価格安定制度の維持、輸入増加が想定される野菜への支援の拡充 
・緊急需給調整対策事業の拡充、加工仕向けなどへの支援拡充 
・燃油高騰に対する恒久的な支援の実施   

（地域別課題） 
・中山間地域等直接支払交付金などの拡充、鳥獣害対策の強化 
・都市農業の特性をふまえた農業振興施策の実施 

 
○ ＪＡ愛知中央会は１１月２７日、ＪＡあいちビルにて県選出の国会議員との意

見交換会を開催した。県下ＪＡ・連合会の組合長・理事長等が参加し、ＴＰＰが

県内農業に与える影響について、県の実情を踏まえながらの議論が行われた。ま

た、国内対策については、国会議員に対し制度設計における不安な点等を伝え、
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今後の政府への働きかけを強く要請した。 
 

 ○ １２月９日には、愛知県農業大学校にて、ＴＰＰ協定大筋合意に関し、農家を

対象とする説明会を開催した。説明は農水省が行った。参加した農家からは、Ｔ

ＰＰ合意内容が分かりにくいといった声や、国内対策の法制化による不安払拭を

求める声、都府県の畜産農家を対象とする施策の検討を求める声などが相次いだ。 

 

４．今後の見通し 

○ １１月１８日のＡＰＥＣ首脳会合にて、正式な決定ではないとされているもの

の、ＴＰＰ協定への署名日を２月４日とする方向で合意に達したとの報道がある。 
 

○ ２７年度の補正予算案は１２月中旬に閣議決定、１月の通常国会で審議される

予定である。 

 

○ 日本におけるＴＰＰ批准手続きの時期は未定だが、菅官房長官は１１月１４日

の報道機関のインタビューの中で、来年の通常国会への関連法案の提出に意欲を

示したとされる。 

 

【今後のＴＰＰ関連日程等】 

１２月中旬 本年度補正予算案編成 
２８年度政府予算案編成 

２０１６年  
１月 ４日 通常国会召集 
２月 ４日 ＴＰＰ署名？ 
４月～ 国会にてＴＰＰ審議？ 
５月～ 米国議会にてＴＰＰ審議？ 
１１月 ８日 米国大統領選 
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Ⅱ 水田農業をめぐる情勢 

― 生産数量目標決定  

本県は前年比 1.1％減の 133,532トン（26,338ha）― 

 
１．「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」の内容 

○ 農林水産省は１１月３０日、「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」に２８

年産米の生産数量目標を含めた「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」

の変更について諮問し、了承を得た。 

 

（１）27/28年の需給見通し 

○ 26/27年（平成２６年７月から平成２６年６月までの１年間）の需要実績（確

定値）を７８３万トンとし、２７年６月末の民間在庫量を２２６万トンと確定

させた。そして、２７年産主食用米等の生産量を７４４万トン（平成２７年１

０月１５日現在の平成２７年産米水稲の予想収穫量（主食用））とし、27/28

年の主食用米等の供給量を９７０万トンと見通している。 

 

○ 27/28 年および 28/29 年の全国の需要見通しについては、8/9 年以降から直

近の 26/27年までの全国の需要実績を用いたトレンド（回帰式）で算出すると、

27/28年で７７１万トン、28/29年は７６２万トンとなる。ただし、27/28年の

需要見通しについては、相対価格の上昇による影響を踏まえ、トレンドの７７

１万トンから８万トン低い７６３万トンとしている。その結果、２８年６月末

の民間在庫量は２０７万トンになると見通している。 

 

＜平成 27／28年の主食用米等の需給見通し＞       （単位：万トン） 

  主食用米等 

平成２７年６月末民間在庫量 Ａ ２２６  

平成２７年産主食用米等生産量 

平成 27／28年主食用米等供給量計 

Ｂ 

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 

７４４  

 ９７０  

平成 27／28年主食用米等需要量 Ｄ  ７６３  

平成２８年６月末民間在庫量 Ｅ＝Ｃ－Ｄ ２０７  

 

（２）２８年産米の生産数量目標 

○ ２８年産米の全国の生産数量目標は、近年のトレンドにおいて需要が毎年８

万トン減少していることを勘案し、２７年産米の生産数量目標７５１万トンか

ら８万トン減の７４３万トン（前年比約１．１％減）、面積換算値では２万ｈａ   
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減の１４０万ｈａと設定された（別紙１）。これで、目標が前年を下回るのは７

年連続となった。 

 

○ ２８年産の都道府県別の生産数量目標については、平成２７年産米における

都道府県別の生産数量目標のシェアを固定し、全国の目標を当該シェアで按分

することにより設定された。なお、２９年産も同様に、２７年産の都道府県別

シェアを用いて配分されることが示された。 

 

○ 本県に対しては、２７年産から１，４３８トン減の１３３，５３２トン（約

１．１％減）、面積換算値で２８２ｈａ減の２６，３３８ｈａが通知された。ま

た、県内の市町村別の生産数量目標は、１２月１６日、愛知県米需給調整推進

会議において、別紙３のとおり決定された。 

 

（３）２８年産の自主的取組参考値 

○ 「自主的取組参考値」は、各産地が自主的に生産数量目標を超過達成して需給

を安定させるための目安として設定されるもので、２７年産に引き続き生産数量

目標の設定にあわせて付記されている（別紙１）。 

 

○ ２８年産米の「参考値」は、生産数量目標を８万トン下回る７３５万トン、面

積換算では１３９万ｈａとされた。「参考値」は、各産地が自主的に飼料用米な

どの非主食用米を増やして主食用米を減らし、生産数量目標を超過達成して需給

を安定させるための目安とし、仮に達成した場合は、平成２９年６月末の民間在

庫量が近年では低位の水準（１８０万トン）となるとして設定している。 

 

（４）２８年産政府備蓄米の運営 

○ ２７年産の政府備蓄米買入契約数量は２５万トンとなった。一方、２８年産の

買入予定数量は、「基本の２０万トンに戻す必要があるが、激変緩和のため２年

間かけて戻すこととし、２２．５万トンとしたい」旨の説明が行われた。 

 

○ 県別優先枠については、２７年産の一般枠落札実績も考慮して設定され、１２

月３日に通知された（別紙２）ほか、第１回入札は２８年１月下旬に実施される

予定となっている。 

 

２．水田にかかるＴＰＰ国内対策について 

○ 政府は、１１月２５日に「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」をとりまとめた。水

田農業関連については、以下の通りとなっている。 
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Ø 米：国産の主食用米の需給及び価格に与える影響を遮断するため、政府備蓄 

  米の運営を見直し（５年の保管期間を３年程度に短縮）、国別枠の輸入量 

  相当の国産米を政府が備蓄米として買い入れる。 

Ø 麦：国産麦の安定供給を図るため、経営所得安定対策を着実に実施する。 

Ø 新たに産地パワーアップ事業を創設し、高性能な機械・施設の導入、水田の
畑地化、革新的技術の開発等を推進。 

Ø 基本計画に明記された生産努力目標の確実な達成に向け、生産性を向上させ
ながら、飼料用米を推進するための取組み方策を検討。（継続検討） 
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Ⅲ 税制改正をめぐる情勢 

― １７年度に「利用意思」のない遊休農地は増税へ ― 

 
○ 自民、公明両党は１２月１０日、２０１６年度税制改正大綱を消費税の軽減税

率部分を残し、決定した。今回の最大の焦点で、最後まで調整がもつれている軽

減税率については、一部報道によれば１６日にも両党で合意の見通しとされる。 
 
１．農業分野の税制改正のポイント 

○ １０日に決定した与党税制改正大綱における農業分野の税制改正のポイントは

次の通りである。 
・ 遊休農地の固定資産税を増税。一方、農地中間管理機構に貸し出した場合は減

税。 

・ 協同組合の法人税率は据え置き。 

・ 農協改革に伴って、中央会などの税負担が増えないようにする措置を今後検

討。 

・ 農協などの合併に課税負担を軽減する措置を３年延長（農林中金と信連の合併

は対象外） 

・ 都市農業振興へ生産緑地の賃借時に相続税を猶予するなどの措置を今後検討。 

・ 再生利用可能エネルギーを活用した発電設備などに対する税負担を軽減する

特例を２年延長し、対象に木質バイオマス発電設備を追加。 

・ 特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく加工場などの税負担を軽減する

特例を２年延長。 

 

○ 農林水産分野の目玉とされる遊休農地への課税強化は、１７年度から所有者に

利用する意思がない場合に限り、１．８倍に引き上げることとされた。一方、農

地中間管理機構に貸し出した農地は、来年度より減税される。 
 
○ 遊休農地への増税は、まず農業委員会が所有者に利用の意思を確認し、所有者

が意思表明もせず、遊休農地として放置している場合に限り、農地の固定資産税

を軽減する特例措置の対象から除外する。 
 
○ 一方の減税は、離農する農家が農地中間管理機構に農地を貸し出す場合、貸出

期間が１５年以上で５年間、１０年以上で３年間、固定資産税を半減するもので、

農水省は１４年度税制改正から要望していた。 
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○ 都市農業の関係では、「生産緑地が賃借された場合の相続税の納税猶予制度の適

用など必要な税制上の措置を検討する」とし、今後の検討内容を具体的に示した。 
 
○ 今年４月の都市農業基本法の成立を受け、政府は来春までに税制の見直しなど

具体的な振興策を盛り込んだ基本計画を閣議決定する方針とされる。大綱で具体

的な検討内容が示されたことは、基本計画に税負担の軽減策など税制上の措置を

盛り込むための後押しとなり、今後の税制改正の議論に向けて足がかりを確保し

たといえる。 
 
○ ＪＡグループ関連で焦点となっていた法人税では、一般企業など普通法人の税

率が引き下げられる一方、協同組合等の税率は据え置かれることとなった。ただ

し、１５年度の税制改正における、連合会からの出資配当金に対する課税見直し

で生じた負担増については「影響を考慮する」とされ、今後の法人税引き下げの

議論に余地を残した。 
 
○ 全中の一般社団法人への移行、県中の連合会への移行にかかる税負担増大への

懸念に対しては、「所要の措置」を講ずると明記された。しかし、具体的内容につ

いては触れられておらず、今後検討が行われる予定である。  
 
２．今後の見通し 

○ 自民・公明両党は消費税の軽減税率について、対象品目や税源を巡って協議を

続けているが、その決着を待って大綱にその内容を盛り込み、正式に決定するこ

ととしている。そのうえで、政府は今月下旬に大綱を閣議決定し、関係する税法

などの改正案を来年の通常国会に提出する予定とされる。 
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